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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   平成３１年２月２８日（木） 

午 後  １時２８分  開 会 

午 後  ３時０２分  閉 会 

 

２．場  所   第二会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  加 澤   明   副委員長  田 嶋 孝 安 

委  員  澤 口 正 義   委  員  西 村 盛 男 

委  員  山 本 彌 一   委  員  森   三 郎 

議  長  舩 見 亮 悦 

 

４．傍聴議員   議  員  遠 藤 泰 子 

 

５．事務局職員   局  長  田 島 一 雄   次  長  中 村 容 三 

         係  長  織 笠 信 吾   主  査  髙 橋 涼 平 

主  事  浪 岡 光 平   主  事  長 原 早 希 

 

６．説 明 員   副 市 長                  米 田 光一郎 

上下水道部長                関   敏 徳 

水道課長                  小笠原 五十治 

副参事兼水道課長補佐            中 居 宏 行 

副参事兼水道課長補佐            山 本 芳 彦 

建設部長                  高 橋 常 幸 

参事兼土木課長               新 堂 宏 一 

土木課長補佐                冨 田 照 彦 

土木課長補佐                工 藤 和 久 

 

７．案  件   （１）水道料金改定について 

（２）市道１０１号線外１道路整備事業について 

報告事項 

除雪状況について 

 

８．会議概要 

 

加澤委員長：若干早いのですが、全員そろいましたので、始めたいと思います。 
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 本日の会議は、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、産業建設常任委員会を開会いたします。 

 本日の案件は、水道料金改定について、市道１０１号線外１道路整備事業についての２

項目を調査した後、報告事項として、除雪状況についてを報告させていただく予定になっ

ております。 

 それでは、１件ごとに調査してまいりたいと思います。 

 まず、１件目の、水道料金改定について、市当局からの説明を願います。 

 上下水道部長。 

関上下水道部長：それでは、水道料金改定について御説明申し上げます。 

 現在、当市では、人口減少や節水機器の普及など、水需要の減少に伴う収入減少が続い

ている一方で、昭和４０年から５０年代に整備した多くの施設で老朽化が進んでおり、施

設の更新及び耐震化に多大な費用が必要となるため、今後の経営状況はますます厳しいも

のとなることが予想されております。 

 さらに、財政状況は、水道料金収入の減少に対して、さまざまな経費の節減及び収支改

善策を実施しておりますが、平成３０年度１月に策定した三沢市水道事業経営戦略の財政

推計によると、平成３３年度には収益的収支が赤字となる見込みとなっております。 

 このため、施設の更新と耐震化に必要な財源を確保し、財政基盤の強化を図るため、料

金制度の見直しをするものであります。 

 料金改定については、来年度１０月１日に予定されている消費税等の増税にあわせ、料

金改定を予定しております。 

 それでは、これまでの料金改定の経緯について御説明申し上げます。 

 平成２９年度に水道事業の中長期的な経営の基本計画である新たな水道事業ビジョン

や、経営戦略を盛り込んだ水道事業基本計画を策定しました。 

 その中で、経営の状況と今後の経営見込みについて、収支計画の試算を行った結果、現

状のままでは平成３３年度に収益的収支が損失に転じる可能性があり、その数年後に損益

勘定留保資金も枯渇する可能性があることがわかりました。 

 そのため、安定的な持続可能な水道事業経営に必要な収入の確保を図るため、料金改定

の検討を重ねてまいりました。 

 昨年１１月１日に開催された第３回三沢市水道委員会において、将来にわたり安心・安

全な水の安定供給という水道事業の目的を達成するため、持続可能な健全経営となるよ

う、水道事業経営のあり方として、水道料金制度と水道事業の経営健全化について諮問

し、多様な視点で御審議をいただきました。 

 さらに、１１月１３日に開催された第４回三沢市水道委員会では、経営改善に関する事

項として、経費節減及び収支改善策並びに増収策の検討をいたしました。 

 そして、１２月１９日に開催された第５回三沢市水道委員会において、さらなる検討と

答申案の策定を行い、１２月２７日に答申がされました。 

 今後は、平成３１年第１回定例会において、水道料金改定に伴う三沢市水道事業給水条

例の改正を上程したいと考えております。 

 なお、資料等の詳細については水道課長から御説明いたしますので、よろしくお願いい
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たします。 

加澤委員長：水道課長。 

小笠原水道課長：では私から、資料等の詳細について御説明いたします。 

 平成３１年第１回定例会において、水道料金改定に伴う三沢市水道事業給水条例の改正

を上程するに当たり、委員の皆様に対して、料金改定等に係る改定率と改定時期等につい

て御説明申し上げます。 

 水道委員会での審議の中で、水道委員の方々からは、改定後１０年は赤字とならない４

０％くらいの値上げも検討する必要があるのではないかとの意見も出されましたが、４０

％の値上げは到底市民の賛同を得ることができないとの意見が大半を占め、３年から５年

での見直しをすることとして、改定率を検討した結果、平成２７年度から平成２９年度決

算の３カ年の営業収益から営業費用を差し引いた営業損失の額の給水収益に対する平均損

失率１６.１％であることから、これを基準として、基本料金及び超過料金の改定額を調

整した結果、平均改定率１６.４％となったところであります。 

 また、今回の料金改定では、県内１０市のうち８市で口径別の水道料金体系であり、料

金を公平なものとするために、当市でも用途別・口径別から用途別を廃止し、口径別の料

金体系とすることといたしました。 

 改定時期につきまして、１０月１日からとしましたのは、４月１日に改定し、さらに１

０月１日に消費税増税分として改定することとした場合、年内に２回の料金改定となり、

市民の方々からは２回の料金値上げは理解を得ることができないのではないか、また、改

定に係る事務について、料金賦課プログラムのシステム変更作業等を２回行うことは、倍

の事務処理経費等が必要となり、経費削減のため、１回とするためであります。 

 なお、水道料金改定額については資料１となっており、改定後の県内１０市の料金比較

は資料２となっております。 

 そのほか、このたびの水道料金改定と一緒に水道加入金についても見直しをし、一部改

定することとしました。これにつきましては資料３となっております。 

 そのほか、添付資料として、１２月２７日に三沢市水道委員会から三沢市長に対し答申

された答申書の写しをつけております。 

 以上でございます。 

 簡単でありますが、資料１について簡単に御説明申し上げます。 

 資料１は料金改定でございます。先ほど言いました用途別・口径別から、口径別に見直

しをしたということで、現在、新料金と旧料金とございますけれども、旧料金のＢは、現

在、家事用と、その下の団体・営業・浴場用、工業用となっております。これを家事用も

団体用ほかも一般用途１本にして、あとはメーターの口径別で料金を賦課することとした

ものであります。 

 資料２でございますが、資料２は、県内１０市の水道料金の、三沢市が１０月１日から

値上げした場合の比較表でございます。口径１３ミリで、平成２９年度の平均使用量１２

トンで比較した場合に、現在は三沢市が１０市で一番安いのですが、改定後は青森市に次

いで２番目となります。水道口径２０ミリについては、平均使用量１５トンで、現在と同

じく、値上げしても１番となる予定でございます。 
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 次に、資料３でございますが、水道加入金、新築したりしたときに１回だけかかる水道

加入金となっております。この加入金につきましては、県内１０市のうち、三沢市を含め

て７市が水道加入金という制度をとっております。その中で、一番安いところに今回合わ

せるということで、２０ミリと２５ミリと３０ミリ、そして５０ミリを一番安いところと

合わせて値上げする予定でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

加澤委員長：非常にわかりやすいのかわかりにくいのか、あれなのですけれども、ただい

まの説明に対して、委員の皆様からの御意見、御質問ございませんか。 

 山本委員。 

山本委員：値上げするということなのですけれども、まずお尋ねしたいのは、口径別で使

用料金というのは、私はこの辺、どうもまだ不勉強でわかりませんけれども、水というの

は、メーターがついて、使用量というのはメーターが何トン使ったと。大きさ別で料金が

違うという、どういう意味があるのか。使用料金というのは、使った部分、太かろうが細

かろうが、使った部分で料金をとるのではないのかなと。であれば、こういうふうな１０

０ミリだとか７５ミリ、料金が違う、これはどういうからくりというか、どういうことで

なっているのか、ちょっと伺いたい。 

加澤委員長：水道課長補佐。 

中居副参事兼水道課長補佐：口径別料金の基本料金の部分、口径別の１３ミリから１００

ミリまでの差がなぜあるかということについてお答えいたします。 

 水道管から各家庭に給水管で水を引っ張りますが、ここの管の口径が大きいことによっ

て、水道施設、簡単に言うと水道管と配水場にかかる負荷が違う、水圧が違うということ

で、基本料金としてこういう設定になっております。これは全国的にこういう形をとって

いるところがほとんどでございます。要するに施設に対する負荷に対する負担ということ

です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：わかりました。もと、送るほうに圧がかかる、負担がかかるという、全国的な

そういう体系になっているというのはわかりました。 

 そこで、今説明受けたように、あと２年で赤字に転落するということで、その前に値上

げしておきたいと。 

 そこで、それはわかったのだけれども、これまで水道事業所でどんな、コスト低減に向

けて何をやってきて、人員等を減らしてきているかもわからない、経営ですから。この辺

の今までの取り組みといいますか、それらをやっても、２年後ですか、平成３３年、赤字

になる。この辺、使用量も減ってきたと。だけれども、下水道を整備してきて、水道料金

と同じ料金といいますか、連動してとっているから、前からふえているのではないかと、

私は逆に、減ってきているという意味がちょっとわからないのだけれども、その辺、御説

明いただきたい。 

加澤委員長：水道課長。 

小笠原水道課長：経費削減等についてどういう努力をしているのかという御質問ですけれ

ども、委員も御存じのとおり、人員削減というか、一番多いときで１９名、職員がおりま
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したが、現在は１４名の職員になっております。そのほか、やはり職員が減った分、施設

管理とか、そういうものを、どうしても人員が減った分、委託ということで、人件費と比

較したときに、委託料のほうが安く上がるということで、委託に力を入れています。それ

と、施設の管理につきまして、現在、新たに南部配水場を今建設中でございますが、そう

いう規模を、使用水量に見合った規模ということで、ダウンサイジングという考え方か

ら、規模を小さくして、電気料金等の、要するに経費を削減するという考えを持って今ま

で来ております。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：経費節減に努力してきている。内部で本当に議論して、もっとないのか、そん

な議論をしたのかどうか。ただ安易に消費者があるから、値上げすれば収入がふえる、こ

れは当然なことなのだけれども、これまで私は、企業会計ですから、本来、我々民間だ

と、設備、ポンプ云々、それは１０億円かかろうと２０億円かかろうと、それらをこの料

金に賦課させて、２０年もつなら２０年で償却、それが企業会計なのだけれども、役所の

水道事業、企業会計といえども、その辺、償却してくれば、古いとか何とかで、それらを

折り込んでいなかったのかどうか、どうもこの辺、設備するからと。新しく設備するの

は、それなりに経費節減の新たなものがあるのだから、前から、では安くなるというふう

な、大体そうなっているんだよね。機械そのものは高くてもコストは安くなると。 

 そこで、それらについて、償却云々は今までやってきて、どのぐらい償却して、たまっ

ているのか。もうそれをどんどん経費に使っている、修理費だとかそういうのにも回すの

か、その辺、やっているのか、やっていれば、今ないのか、その辺、ちょっと伺いたい。 

加澤委員長：水道課長。 

小笠原水道課長：今、山本委員がおっしゃるとおり、企業であれば、当然、減価償却、建

物を建てて、配管、水道管等の償却が当然なされているわけで、当市水道のほうでも、当

然、減価償却費ということで、毎年経費をとっています。収益収支と資本収支と２本立て

で経費というのは計算されています。それで、毎年、皆さん御存じのとおり、収支では、

三沢市はずっと黒字ということで来ております。ただし、資本収支を見ますと、毎年２億

円とか３億円弱のマイナスとなって出ております。それを損益勘定留保資金で補填すると

いう、皆さん御存じであるかと思いますが、表現をしています。この損益勘定留保資金と

いうのが、減価償却した分を食べていると言えばあれなのですが、食べていることになる

のです。本来であれば、資本収支のほうも黒かとんとんであれば、その分が毎年たまって

いくと。たまることによって、古くなったものを、ある程度年数が来たらかえるための資

金がたまっていって、それを使えば借金、借金と言えばあれなのですけれども、借り入れ

をしなくても物事をかえていけるというのが本来の姿ですが、三沢市に限らず、どこの市

町村、自治体でもそうですが、この資本収支の中で損益勘定留保資金を食べて資本収支の

ほうを賄っている状態でございます。それが現状ですので、先ほど山本委員の、ではどの

ぐらい残っているのかといいますと、大体３億円から４億円、損益勘定留保資金としては

残っております。ただ、先ほど言いましたとおり、資本収支が赤になって、損益勘定留保

資金も赤なわけですから、このままいくと、もう枯渇して、損益勘定留保資金自体もなく
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なりまして、それがなくなると、毎年、資金運用しているわけですが、それがなくなる

と、ふだんの資金の支払い等も滞ってくると。そして、足りなければ一時借入金を今度借

りなければならないということになります。現在、三沢市で、まだ一時借入金は借りたこ

とはございません。 

 以上でございます。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：わかりました。償却してきているのだけれども、修理費だとかそういうのに回

して、ためるものも減ってきていると。 

 そこで、水道事業というのは、水は我々生きていくためには大変重要な事業なわけです

よね。 

 そこで、それゆえに、安い、おいしいというのは市民の願い。今までもそれを守りなが

ら、三沢は一番料金的に安い、そういう特性をもって今日までやってきているのだけれど

も、問題は、あと２年で収支が赤字になるのだから、だから今、消費税、１０月から２％

ですか、それにあわせて値上げして利益を確保したい。本来、事業は、赤字が出てからで

ないと、なかなか市民は、まだ金があるのではないかと言われかねない。前もって利益を

確保したい、だから値上げしたい。そこで、我々もどっちかというと市民のそうした福祉

向上に貢献するというのが議会も執行部も同じく背負っている部分であるので、そこで、

これは１０月に上げたいと答申もなさって、委員会でやっているみたいだけれども、私は

あと２年後でこうなりましたよと、だからこのぐらいの料金、そのほうが市民、利用者、

負担する方の理解が得やすいのではないか。このままだと、まだ赤字になっていないのに

値上げ。私はどっちかというと市民の側で考えると、それはどうかなと。 

 そこで、委員会等で執行部に答申するみたいですけれども、皆さんは議会にかけたか

ら、通ったからというのが悪い癖なの。事前に皆さんが理解を得る公聴会といいますか、

市民の理解、何かやられているのですか。周知徹底しているのですか。私はこの辺、まだ

市民から、値上げは幾らになるとか何とかという声も聞いたこともないし、いきなり議会

を通ったから、１０月１日からと。今までそういうふうな配慮といいますか、市民を交え

て、皆さんは市民とともに歩む行政だとか、独掌鳴らずとか、何か格好いい、市民ととも

にと。これは大きな問題だけれども、毎日使う、生きていくのに必要な、それゆえに、

やっぱり値上げ等については、きっちり市民に周知徹底する、公聴会なのか、各地域を

回ってというのが私は必要ではないかと。やられてきているのだろうと思うけれども、そ

の辺はどうなっているのか、お伺いします。 

加澤委員長：水道課長。 

小笠原水道課長：委員おっしゃるとおり、公聴会等はやってきておりません。それで、赤

字になってから値上げすべきでないかという御意見でございますが、物事の考え方ですけ

れども、要するに、例えば赤字になってからやった場合に、市民からいろいろな意見が出

ると思います。赤字になるまで何で放っておいたのだとか、赤字になってからやれば一番

明確に、赤字になったから上げなければやっていけませんよという意見もあるかと思いま

す。 

 それと、実は昨年、国のほうで水道法について改正がありまして、コンセッション方
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式、要するに営業権を会社に渡してしまって行うという営業方法ができるように水道法が

改正になりました。そうすると、それについていろいろな、インターネットとかテレビで

も出ていますけれども、外国の会社等に委託した場合に、後からどんどん値上げされるの

ではないかという、いろいろなそういう方面の報道等もされて、市民の方も不安という

か、そういう方式もされてくれば、今度そうなった場合には大変ではないかというふうな

不安等も出てきているのが現状ですし、赤字になった場合に、国、県のほうでも、そうい

う一応経営状況が思わしくないところに関して、恐らく今年度あたりから公益化とか、赤

字、そういうものの対策について強く、どのようにするのかという報告等が恐らくは求め

られることになってくると思います。それに対応するためにも、やはり料金を値上げさせ

ていただいて、経営が安定しているのだということをやはり県のほうとかにも訴えて、市

民の方に不安のないようにしていきたいと思いまして、今回、値上げさせていただきたい

ということで、条例を上げさせていただきました。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：値上げしたいというのはわかるのだけれども、問題は、今まで皆さんが、執行

部が取り組んできているスローガン、市長がいつも挨拶で言うでしょう。そうしたことを

きっちり受けとめて、挨拶だけのそんな言葉なのか。私はこういう重要な問題、これは重

要ですよ。値上げするにしても、市民の理解を得るためには、やはり公聴会だとか、ある

いは各地区あるわけだよね、町内会、中央地区だとか浜の。そういうところに、やっぱり

みずからが理解を得る。こういうふうな状況なので、議会だけでなく、本来、市民に理解

を求めるのが私は先決ではないのかと。今後について、１０月１日からと、まだそれもあ

りません。そこで、今後について、それを理解していただくためにも、１０月１日からや

りたいという答申も出てくるようですけれども、そうあっても、これからまだ時間もあり

ますから、そうした市民の理解を得るために行動すれば、もっとなりよくスムーズに料金

値上げということになるのでないか、市民も納得した上で。今、やっていないということ

は、何もわかっていないということで、今後について、副市長もいるので、その辺はどう

考えているのか。 

加澤委員長：副市長。 

米田副市長：まず、市民全般について幅広く、できれば一人一人のような形で、この案件

を御説明申し上げて理解を得るほうがいいのではないかという御意見でございます。 

 先般、水道事業のあり方についてのビジョンを広報誌で出して、その部分については、

このままでは赤字になるというのは市民の中に浸透していると思います。ただ、見て、深

く読んでくれたかどうかは別ですが、そういう機会を設けてございます。それと、水道委

員会の中に利用者の代表の方が４名いますので、その方々は、自分だけの意見ではなく

て、周りの意見とか、ふだん感じていることを委員会の中で御提言いただいております。

そういう意味では、まるっきりやっていないということではなくて、少しこの問題に関し

て、何十年ぶりの改定ですので、これまでやってこなかった、時間がかなり経過した後の

改定ですので、今後、機会があれば有効な方法を考えてみたいと考えております。 

加澤委員長：山本委員。 



- 8 - 

山本委員：委員会も委員会で、間に合わす、だから市民の声だとか、これが一番、我々が

議会でお願いすれば、それは各市民の声を聞く。何か使い分けしている。まだ時間、１０

月ですか、なぜやれない。やれない理由みたいに聞こえて、これからでもなりよく、みん

なのまちだから、主役はやっぱり皆さんが言っているように市民なんだよ。委員会だとか

何か、このことをしなければならない、それは条例等に基づいてやっているだけ。値上げ

を何十年もやってこないという、それはそれで、だからこそ、今回、何十年ぶりかの値上

げになるので、消費税も上がるし、そういう説明をひざ交えてやったら、みんな拍手する

のでないですか、事情をわかるのだから。この辺、今後について、やるのかやらないかお

尋ねしているので、時間があればやればいいという、ここは要望の場所でもないので、こ

の辺、やって、なりよく料金の改定と進んだほうが、今後のまちづくりにおいても、市民

と行政が一体になる、今の市長が言っているような方向に行くのではないか、こう思うの

だけれども、その辺をお尋ねしているのだけれども、やらないような、理解しているの

か、その辺、どう考えているかをお尋ねしたいと。 

加澤委員長：副市長。 

米田副市長：市民の理解を得る段取りというか、市民の方にこういう状況にありますとい

うのを知らせる方法、方法はちょっと今、いろいろなやり方がありますので、市全体の政

策を説明する中の一つに入れるとか、この問題単体でやるとか、いろいろな方法がありま

すので、これまでいろいろな機関を通じて検討したものとの延長の中でやってみたいと考

えております。 

加澤委員長：よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 森委員。 

森委員：１６.４％、１０月１日から値上げになると。これ、概算、計算していると思う

のだけれども、１年間で見たらどのくらい、額。 

加澤委員長：水道課長。 

小笠原水道課長：約８,０００万円から９,０００万円弱ぐらいになるかと思います。それ

で、今年度は１０月１日からということで、予算のほうには二千五、六百万円で予算計上

させていただいております。 

森委員：了解。 

加澤委員長：よろしいですか。 

 ほかにございませんか。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：ないようなので、私のほうから。 

 今、委員の方からも質問、御意見がありました。どうしても料金改定が１０月１日に行

われると、消費税と重なる部分があります。一般の方に今の会議の内容というのは恐らく

理解されていないし、なかなか説明するのも大変だと思います。市民の人は、上がるとい

う部分だけに、多分、終始目がいくと思いますので、委員のほうからも意見が出ましたけ

れども、いろいろな方法をうまく、マックテレビも広報もまだあるわけですから、そうい

う宣伝というかお知らせの機会を十分持つようにして、理解を得るような取り組みを進め
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ていただきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

 それでは、この案件、終了いたします。 

 それでは、執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午後 ２時０１分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０３分 再開 

加澤委員長：それでは、執行部の説明の準備ができましたので、会議を再開いたします。 

 それでは、案件を市道１０１号線外１道路整備事業についてに移らせていただきます。 

 市当局の説明を願います。 

 土木課長。 

新堂参事兼土木課長：それでは、土木課より御説明いたします。 

 まず、お手元の資料を確認しつつ説明をしていきたいと思います。 

 １ページ目をお開きください。 

 事業名は市道１０１号線外１道路整備事業となります。 

 本事業は、防衛省所管の補助事業で、緊急避難道路として国から採択を受け、整備する

ものです。 

 下段にホームページを記載しております。 

 次のページへ移ります。２ページをお開きください。 

 次、図面となります。真ん中、中央に③、④等の数字の番号が載っていると思います

が、そちらをまずちょっと見ていただきまして、サンワドーの付近になります。この中の

３ページをごらんください。現地の写真となります。中央に③、④と書いてありますが、

先ほど図面に載っていた番号の箇所の現地の写真となります。２ページの図面と照らし合

わせて写真を見ていただければ、現地の状況がわかることと思います。 

 それでは、左上の写真をごらんください。３ページ目の左上の写真になります。三沢駅

上空からドローンで奥側を臨んでいる写真となっておりまして、中央を走っている道路が

平成２９年３月に開通しました都市計画道路３・４・３の中央町金矢線となります。春日

台と中央町が直に橋で結ばれ、大変便利になったところです。 

 そしてその先、トンネルを抜けたところが下の①の写真で、今回工事をする起点部とな

ります。この起点部の位置ですが、申しわけありませんが２ページに戻っていただきまし

て、①、ちょうど青色、黄色、赤色の交わった交差点、ここが起点部となります。 

 今回の道路は、赤い線で書いている路線になります。ちょうど真ん中の③、④、ここは

おいらせ町の用地区間となります。その上、黄色く塗っている路線、こちらは３０メー

ター道路まで延びております。こちらが先ほど写真で見ていただきました都市計画道路３

・４・３の中央町金矢線となります。青色に塗っている路線は、駅から五中方面に上がっ

てくる道路で、市道５９号線となります。 

 以上が位置の確認です。 

 次に、概要の説明をいたします。 

 今回整備する市道１０１号線外１道路は、都市計画道路３・４・３号中央町金矢線と三



- 10 - 

沢市立三沢病院を結ぶ市の重要な幹線道路となるものです。 

 図面上の①の交差点を起点に、赤線右端にいきますと⑦番、南町のニッコームグラウン

ドまでの交差点までの区間となります。延長は約１キロとなります。先ほど御説明しまし

た赤い点線部分がおいらせ町の用地となり、今回の工事は、途中、おいらせ町を挟む形と

なりますことから、おいらせ町と共同、連携して、足並みをそろえて道路整備を実施する

ものです。 

 次に、道路構造の説明をしたいと思います。 

 その前に、当事業の重要性と必要性を御説明したいと思います。 

 当該道路は、冒頭でも申しましたとおり、都市計画道路中央町金矢線と三沢市立三沢病

院を結ぶ市の重要な幹線道路となります。その役割は、春日台方面から、遠くは六戸町金

矢方面から救急医療搬送道路として最短で三沢市立三沢病院につけるもので、救急搬送時

にはまさに命の道路となるものです。 

 一方、逆に市立三沢病院から、都市計画道路中央町金矢線を経て、さらに県道三沢七戸

線、図面上には表示されておりませんが、七戸方面へ進みますと、現在、国が直轄で工事

しています上北縦貫道、上北道路につながるもので、三沢市から青森市方面へ向かう最短

のルートとなるものです。 

 当該事業であります市道１０１号線外１の道路が完成すれば、空の玄関口である三沢空

港から三沢市立三沢病院、そして陸の玄関口である三沢駅、さらには都市計画道路中央町

金矢線にかかる三沢大橋、こちらが直線的に結ばれることとなり、さらにその先、古間木

小学校や三沢商業高校が立地します県道三沢七戸線とつながり、その後、六戸町の金矢工

業団地を経て、上北縦貫道、上北道路、みちのく有料道路へと続くもので、国、県、市の

道路が一体化することにより、その効果は広域観光の振興を初め物流、医療、教育、産業

と、まさに地域に光を指す道路となるものです。三沢市から青森市方面へ向かうアクセス

道路も飛躍的に向上するところです。 

 次に、道路構造の詳細を御説明いたします。 

 整備延長は全体で１,０３０メートル、三沢市施工分、２路線あります。市道１０１号

線と、もう１路線は千代田町にある千代田町２号線です。二つ合わせて７５０メーター、

おいらせ町の区間は２８０メーターとなります。道路幅員は、三沢市、おいらせ町ともに

幅員１１メーターとしております。右下に道路幅員の構成を表記しております。歩道は片

側歩道で３.５メートル、車道幅員は７.５メートルとなります。事業期間は８カ年度を予

定しており、工程表は、１ページに戻ります。下段の表をごらんください。今年度、平成

３０年度は実施設計を行っております。来年度の平成３１年度、２０１９年度からは、用

地買収及び建物移転補償に着手するもので、その２年後の２０２１年度から工事を開始す

る予定です。用地買収及び建物補償が順調に進むようであれば、平成３７年度になります

２０２５年度、こちらで終了と見込んでおります。 

 申しわけありませんが、また２ページの図面に戻ります。 

 工事の手順になります。 

 最初に④番、ＤＣＭサンワの前になります。④番から右手方向、⑥番の東芝映像ソ

リューションのところまで、まず④から⑥番を工事する予定です。工事が完成し次第、こ
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ちらのほうは開放する予定としております。 

 そして、次に⑥番から⑦番、東芝からニッコームまで工事を行い、最後に千代田町側の

①番から③番、ＤＣＭサンワのところまでの工事を行いまして、全線開通を目指したいと

思っております。全線開通すれば、現在、慢性的に渋滞している３０メーター道路のマク

ドナルド交差点、こちらにおける渋滞解消にもつながるもので、現在、南町にあります

ケーズデンキの前、こちらのほうもたびたび混み合っております。県道三沢十和田線の交

通量も減少するものと考えており、今回の工事が行われれば、その効果としてあらわれる

と思っております。 

 以上が、今回実施いたします道路の概要となります。 

 以上でございます。 

加澤委員長：それでは、ただいまの説明に対して、委員の皆様からの質問、御意見ござい

ませんか。 

 山本委員。 

山本委員：これは私も１５年ぐらい前かな、工業団地と、こっち、工業団地の大きい車が

通りやすいように、一般質問でやったような記憶がある。そこから数えると、遅きに失し

たなという感は否めない。だけれども、うちの新しい避難道路ということでつながるよう

でございますが、大変ここの部分、他のまちとの兼ね合いもあるのだろうけれども、本

来、南側はやっぱり整備して、住宅地も多かった、当時、もっと早くやっていれば、もっ

と馴染むんでないかというのが私の個人的な考えなのだけれども、今回、防衛省予算等も

お願いするために、これだけの時間を費やした。何がネックで、今、採択ということで、

今まで庁内でも議論してきているのだけれども、何がネックでここまで時間がかかったの

か。大変いいことで、これはやってほしいし、ただ、これまで時間がかかり過ぎた理由と

いうのが何がありましたか。あるいは、庁内で全くそういうのは頭に、質問は質問で流し

てきて、今、必要になったからやるというふうになったのか、この辺のきっかけ云々、

ちょっと伺いたい。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：着手するのに相当時間がかかって、そこのところは申しわけないと

思いますが、まず、工事するに当たっては、流末の確保というところも必要になりまし

て、まずそちらの調査、それと、先に先行しております、例えば東町、東岡三沢地区の道

路整備とか、順番がありまして、ちょっと一気にできないというところもありまして、申

しわけないのですけれども、今回、採択されて進むことになりました。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：わかりました。優先順位等があっておくれた。 

 そこで、総体の予算、おいらせ町云々と、どうなっているのか、予算として、工事費用

等、その辺、ちょっとお聞かせ願いたい。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：今回、おいらせ町と足並みをそろえていくということで、同じ防衛

省の補助金をいただいて、同じように交付申請して、実績を出していくという形で、補助

率は７０％ということで、まず国費のほうをいただく予定としております。 
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 総体の予算ですけれども、おおむね、まだことし、現在、設計していまして、３月が終

わらないと詳細の金額が出ないのですが、概算で、これまで東岡三沢も整備してきていま

すので、概算では大体おおむね１０億円かかると。うち、一番お金がかかるところが建物

の移転補償というところに約７億円、工事は２億円という形で、金額的には、今、三沢市

の金額ですので、おいらせ町もその分、延長が、大体おいらせ町は総延長の中の３割くら

いですので、金額もおおむね三沢市の金額の３割というふうに考えております。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：わかりました。 

 そこで、この図面を見ると、気にかかるのは、おいらせ町が長靴みたいに入っている。

今、譲ってくれても、人口割だとか云々の交付金、地方交付税の関係もあって難しいのだ

ろうけれども、この辺については執行部のほうで、どうせやるのだから、ここからこっち

がおたくのほうで、三沢市というような話し合い云々、だめだと思うのだけれども、その

辺の話題はやっているのか、その辺、ちょっと状況を知らせてくれれば。気にかかってだ

めなので。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：実は今回、この道路整備するに当たって、できれば、いわゆる国の

ほうもそうでしょうけれども、例えば三沢市なら三沢市で１本で工事できないかという話

も当然ありました。ただ、おいらせ町さんもどうしても自分たちで工事したいというとこ

ろがあるのと、どうしても道路の下に、例えば水道の本管とか入るのですが、いわゆる行

政境で、三沢市のところは三沢市の水道、おいらせ町のほうは八戸の圏域水道ということ

で、その辺、調整をとって一緒にやるということはなかなか難しかったということもあっ

て、お互いの土地の部分はそれぞれ、おいらせ町はおいらせ町、三沢市は三沢市でという

ことで、ただ、どうしても道路というのはつながって、がきっとなるわけにいかないの

で、その辺はお互いに話をして、道路断面、そして法線、そちらのほうを合わせましょう

ということで進んでおります。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：これの工事のあれからちょっと外れるかもしれないけれども、今伺ったので、

問題は、やっぱり向こうもこれを見てわかっている。工事費はそれぞれでやる。いい機会

なのだけれども、本来、そういう事情があっても、問題は、東京とか埼玉だとか、東京都

内に入る、ここに住んでいる地域住民が、いや、離れていても三沢だ、この声というの

は、行政を動かす大きな役割を果たすのだけれども、この辺の方々の、三沢も、私もこの

辺に家が建っていて、選挙を始めるのだけれども、この辺の地域の方の、こういうふうな

交渉云々した中で、何かそういう気持ちというのか、どう執行部のほうでとらえているの

か。この工事から外れるかもわからないけれども、ちょっとその辺、もし感じているもの

があれば伺いたいのだけれども。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：今設計しているのですけれども、設計に先だちまして、お盆前、７

月の下旬ですが、町内会の方々を集めて説明会を開いています。そのときも、やはりこう
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いう新しい道路が通って、いわゆる冒頭で説明したように、春日台方面からの方も救急車

に乗ったときに最短で行けると。また、青森市方面に出かけるときも、いわゆる時短とい

いますか、時間が短く行けるということで、非常に喜ばれている声を聞いております。当

然、おいらせ町にあるのですけれども、ＤＣＭサンワ、こちらの買い物にも自転車等でも

買いに行けるということで、利便性のある道路だという声は聞いています。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：私が尋ねたのは、そこに住んでいる方は、三沢のほうに、町内会でも、そこの

地域の方、三沢のほうに入りたいとかという声はなかったのかどうか。であれば動きが出

てくるのかなという期待感があって、その辺は話は何も出なかったか、ちょっとその辺を

伺いたい。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：その辺の話はちょっと出なかったところがあります。逆に③、④の

付近に、三沢で働いている方とかが住まわれたりはしていましたけれども、特に御質問の

内容については話はありませんでした。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

 澤口委員。 

澤口委員：何点かお伺いしたいと思います。 

 まず最初に、この道路については、三沢市は２０年以上前から懸案事項として計画も

し、検討もしてきた中で、こうしていよいよこういう形になったということは、皆さんの

努力に対して心から敬意を表したいと思います。 

 その上で、まず１点目なのですけれども、実は私も５年前だったでしょうか、一般質問

において、駅東工業団地の見直し等、こういうことも想定して、おいらせ町と三沢市と、

いろいろなことでこれから運命共同体の三沢市とおいらせ町であるという前提のもとに、

必要であれば円滑に事業を進めるためには人事交流も必要ではないのかということをお尋

ねした経緯があるのですが、連携してやっているということですから、これはこれで一生

懸命進めていただきたいと思います。 

 具体的にちょっとお尋ねしたいことは、⑤、⑥、⑦、ここは駅東工業団地なのですけれ

ども、先ほど言いました、５年前に一般質問した際に、工業団地の用途指定を受けている

のですが、現状、非常に混住化が進展していると。今まさにこの道路が完成すると、ます

ます商業地域のこちらに移動するというのは、加速的に進むだろうと私は想像しているの

ですけれども、そこで、この駅東工業団地の用途指定の見直しを市当局でどう考えている

のかということをお伺いしたかったのです。何遍も申し上げますが、一般質問の際には、

地権者とか関係団体と協議をして、いろいろ検討してみたいという、当時の、今の高橋建

設部長が私に対して答弁されたのですが、その辺のところを含めて、この道路との関連で

話があったのかなかったのかも含めて、経緯等を御紹介いただきたいと思います。 

加澤委員長：建設部長。 

高橋建設部長：ただいまの駅東工業団地内の用途地域の見直しということでございますけ

れども、用途地域の見直しをする場合は、大体５年ごとに、言葉はちょっと忘れたのです

けれども、基礎調査、用途地域の中を、地域の人口だとか、どのような用途で利用してい
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るのか、そういう類いの都市計画に基づく基礎調査というのを５年ごとに行います。それ

に基づき、大きな変動等、それから、今後の流れ等を見ながら用途地域を決めていくとい

うことでございますので、今後、この道路ができて、そういう流れが進むときには、そう

いう形のものも再度見直しするような形にはなってくると思いますけれども、今の現状の

ままでありますと、状況的には用途地域が大きく変わるというふうには考えておりませ

ん。 

 それから、去年の盆ぐらいに、この道路の道路説明会をやっているのですけれども、そ

のときには、そういう用途地域とか、そういう類いの声は地域の皆様からは特にございま

せんでした。 

 以上です。 

加澤委員長：澤口委員。 

澤口委員：くどいようですけれども、私が一般質問した際に、これから時間をかけて工業

者側、あるいはそこに住宅として既にある皆さん、さらには関係団体の皆さんと、用途指

定の見直しが必要なのかどうかという、いろいろ意見を聞きながら協議していくというこ

との私に答弁があったのですよ。今、昨年の盆ごろやったというのは、この道路に関して

の話なわけですよね。 

高橋建設部長：はい。 

澤口委員：そうではなくて、私、あなたに今聞いているのは、工業団地、用途指定の見直

しについて、何回か関係者と協議、あるいは意見交換をされてきているのかをお尋ねして

いるのです。 

加澤委員長：建設部長。 

高橋建設部長：この地域に関しましての工業者等の意見交換会は、現在のところまだ行っ

ておりません。今、来年度の都市計画のマスタープランの改正に向けての調査、検討を今

進めている時期でございますので、その時期に合わせながら、今後進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

加澤委員長：澤口委員。 

澤口委員：マスタープランのことについても、私、よくわかっています。ただ、私は今、

この道路が通ることも想定した上で、先ほど言いましたように、幾つかの提言もし、質問

した経緯があるのですけれども、やっぱりここは、先ほどちょっと触れたように、この道

路が完成すると、どんどん商業地域、あるいは住宅地域が加速的に私は進んでいく地域だ

と思うのですよ。そういう中にあって、その駅東団地の用途指定、そのままでいいのかど

うかということをしっかりこれから執行部として考えていかなければならないと思うので

すよ。現実の問題として、ここに幾つかの企業があるのですけれども、非常に住宅の方か

ら、音がうるさいとか、大型車両が通行して危ないというふうなたくさんの声が寄せられ

ているはずです。ですから、そういうことも含めまして、しっかり行政として検討をして

いただきたい。そこをちょっと、できれば副市長にお願いしたいです。これは今ある会社

をよそに移転させるとかというふうな、簡単にいかないのは私も承知していますけれど

も、三沢市の２０年、５０年先を考えると、ここに本当に工場があっていいのかというこ
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ともしっかり検討しなければならない状況かなと思うわけですから、ちょっと考えだけで

も拝聴できればと思います。 

加澤委員長：副市長。 

米田副市長：澤口委員から貴重な御意見賜りました。用途指定の見直しについては、その

うち手掛けなければならないという感覚を持っております。御指摘のように、工業専用地

域の近くに住宅が建ったりしています。用途指定というのは、ここに商業地区、ここに工

業地区、そういう快適な環境をつくるためのものですけれども、その法的な、ちょっと穴

がございまして、準工業地域には何でも建てられるような現行の制度になっています。早

い時期にやりたいのですが、なかなか難しいこともたくさんございます。例えば、長靴型

に入っているところも一緒になって色分けをするほうがベターだと思いますし、三沢市の

色塗りしている地域、これは未線引きの都市計画区域ということで、そのこと自体も県の

ほうと検討して、これでいいのかというところから始めたいと思っています。 

 いずれにしても、余りにも遅くなって市民の方に迷惑をかけないように、なるべく早

く、いろいろなことを詰めながら検討したい。ただ、機運がそこまで醸成しているかどう

かはちょっと自信はございませんが、事務的にはやらなければならない時期に来ていると

考えております。 

 以上でございます。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：ないようなので、私のほうから。 

 たくさんの御意見が出ました。この１０１号線外１道路整備事業に関しては、この道路

ができることによっての利便性の向上は委員の皆様も重々理解したと思います。ただ、そ

れに伴って、その道路ができることによって周辺の状況も変わっていく可能性も多々出て

くると想像されます。そこも含めて、今後、執行部のほうでも、道路工事を進める上で協

議していくようにお願いしたいと思います。 

 それでは、この案件はこれで終了いたします。 

 次に、報告事項の除雪状況についての執行部の説明を願います。 

 土木課長。 

新堂参事兼土木課長：それでは、続きまして、今年度の除雪状況について御報告いたしま

す。 

 まず、お手元の資料、１ページをごらんください。 

 資料の上段から説明していきたいと思います。 

 除雪につきましては、例年、除雪計画書を作成し、１１月には除雪事業者への説明会を

開催いたしております。 

 除雪期間は１２月から３月までとしており、１２月１日から正式な除雪体制としており

ます。 

 除雪の道路延長は４８５キロメートル、一つの線に延ばしますと、三沢市から福島県ま

でに相当する距離となるものです。毎年、道路改良とともに、このキロ数は年々延びてい

るものです。 
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 こちらの除雪するに当たって、除雪車両数ですが、１０１台て除雪しております。 

 除雪を担当する事業者は２８社、それと、清水町町内会、駒沢町内会、さつきヶ丘町内

会、前平町内会が自主的に参加しまして、手押しのロータリー除雪機にて除雪をしており

ます。 

 出動の基準は、降雪量がおおむね１０センチに達しましたら出動します。 

 また、地吹雪等によりたまった雪の除雪は、その都度、パトロールを行い、現場を確認

し、除雪の作業に入っております。 

 下段の表に移ります。 

 左側が降雪量の累計表となっております。黒く塗っているところが２月２０日現在の降

雪量で、下のほうにＨ３０、２月と書いておりますが、申しわけありません、Ｈ３１の２

月時点になります。３１年の２月になります。（発言する者あり）降雪累計のところの一

番下、Ｈ３０、２月と書いているのを、Ｈ３１、２月、訂正願います。この時点での降雪

量の累計が２９２センチに達しております。 

 同じような比較ですけれども、平成２５年度からの比較です。平成２５年度、２４４セ

ンチ、以降、２６年度が１６１センチ、２７年度が１１８センチ、２８年度が２１１セン

チ、２９年度は１５０センチということで、今年度が最も積雪量が多い状況となっており

ます。また、２月に入りましても寒波がありまして、気温もマイナス７度から、ひどいと

きにはマイナス１１度という形になっております。 

 右の除雪の費用に移ります。 

 同じく黒塗りしているところが２月現在を直近５年間と比較するような形で書いており

ます。一番下になります。３０年度の現在の概算費用になりますけれども、２億円になっ

ております。そして、その上、括弧書きで６,７００万円、こちらにほうは、先ほどの２

億円のうち、融雪剤をまいている金額となります。 

 次、右側のほうの１２月から３月までの実績表の金額ですが、平成２５年度、２億３,

０６６万６,０００円、２６年度が６,８９０万３,０００円、２７年度が５,３５９万８,

０００円、２８年度が１億４,８１３万３,０００円、２９年度が１億２,６５６万１,００

０円となっております。現在、平成２５年度並みに近づいている状況ですが、先週あたり

から一転して大分気候が春らしくなってきて、現在のところは除雪に出ておりません。 

 最後になりますけれども、除雪の予算についてでございます。 

 除雪費用につきましては、これまでに当初予算で１億円を計上、１２月補正にて５,０

００万円を追加しまして、１億５,０００万円で１２月からの除雪作業に入ったところで

すが、３１年２月６日時点で、その執行率が８６％に達しましたことから、除雪費用の不

足が見込まれたということで、さらに８,０００万円を追加し、総額２億３,０００万円で

補正予算を専決処分したものでございます。 

 こちらの総額２億３,０００万円につきましては、過去直近５年間の実績費用や、今後

の気象状況を勘案した上で、平成２５年度相当ととらえ、その費用相当分を予算化しまし

て、総額２億３,０００万円というふうにしているところです。 

 以上が除雪の状況となります。 

加澤委員長：この説明に対して、委員の皆様から質問。 
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 澤口委員。 

澤口委員：質問ではないですが、教えていただきたいと思います。融雪剤も６,７００万

円ですか、相当な金額だなというふうに思っているのですが、実際、融雪剤の数量という

のはどれくらいなものでしょうか。 

 それともう一つ、この融雪剤というのは、私もよくわかりませんが、環境への影響が大

きいと言われているのですが、どういうものを使っているのか、わかりましたら教えてく

ださい。今この場ではなくてもいいですけれども、もしおわかりだったら教えてくださ

い。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：まず、融雪剤の使用数量になります。まず、１袋２０キロになりま

すけれども、そちらが現在のところ約１万袋使用しております。 

 それと、環境への影響ですが、もの自体は塩化ナトリウムというもので、端的に言いま

すと塩になるもので、影響としますと、コンクリート、いわゆる側溝のふたとか縁石がぼ

ろぼろになっている箇所がありますが、コンクリート自体はアルカリ性なのですが、そち

らのほうにこの塩が、塩分が濃いということで、影響しまして、全部ではないのですが、

よく見かけるぼろぼろになっているものは、この塩化ナトリウムの影響を受けていると思

います。 

 人体的な被害というのは特に、これまでも三沢市以外も、青森県全体も使っているので

すけれども、特にその影響ということは聞いたことはない状況です。 

澤口委員：ありがとうございました。 

加澤委員長：よろしいですか。 

 ほかに。 

 山本委員。 

山本委員：ことしは平成２５年と同じぐらい降っているというような状況で、補正を組ん

だ。 

 そこで、法的に、この東北は、あるいは北海道含めて、法律的に寒冷積雪地帯と、こう

なっている。本市はその法を受けて、どういう基本的な除雪対策というのを考え、今日ま

でやっている、そこからお尋ねします。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：三沢市もいわゆる寒冷地帯にはなっていますけれども、青森県でい

うと、やはりどうしても青森市とか弘前市のほうがメインという形で、豪雪地域となると

青森、弘前、そして三沢市は縦に長くて、いわゆる豪雪地帯に相当するのが、国道３３８

号でいうと五川目以北をまず指して、ガードレールとかもそうなのですけれども、いわゆ

る雪対策は北部のほうがメインになって、三沢市のまちなかも雪は降るには降るのですけ

れども、豪雪まではとらえていないということです。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：で、今回は…… 

降った量というのは、八甲田山もそう大きく変わらない。年によっては降ったり降らな

かったり、こういうふうにあるのだけれども、本来、追加で補正するというのは、私から
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いえば、経営学からいけば、ナンセンス。というのは、どういうことをやれば市民が安心

するのか。一番、平成２５年なら２５年、あなたたちの今説明聞いていると、５年なり１

０年の平均でやってしまう。これは役所の悪い癖。危機管理ができていない。仮にここの

５年分ですか、６年分ですか、ある。この一番かかった費用、当初予算でとっておくべき

なのです。ということは、このぐらい降っても慌てることがない。 

 そこで今回、大量に降ってすごい量になってきた。皆さんの基準は、１０センチになれ

ば除雪。聞いていますと、市民生活の向上のために除雪費というのは、我々のほうは積雪

地帯である。市民の、タクシーでも、１回、朝やれば、あとはほとんど、轍になろうが、

車が滑って、轍で、かなり事故っているわけです。タクシーの方もあちこち、もうちょっ

と轍云々にならないような除雪云々というのは、寒冷地としてはやるべきではないかとい

う声。住宅の方々、電話きます。うちの轍でどうにもならない。皆さんにも電話きている

はずだよね。電話すると、どういうことで答えるの。予算ありません。これが皆さんの答

えだ。仕事をやっている、予算でとって、本来は、市民の生活向上のために、そういうの

に本来は予算をとって危機管理する。皆さんは建物を建てる、道路をつくるのには一生懸

命でも、それらに、市民生活の向上、全て道路、住宅は狭い道路もあって轍になりやす

い。問題は、メイン道路等もそういう状況。そういう当初予算で、今後、私はとるべき。 

 基金が４５億円ですか。銀行ではありません、役所は。何かの万が一に備えて、教育費

だの、そういう基金をとってある。市長は、誰かが一般質問した際、あるいは委員会の質

問ですか、三沢市の規模でどのぐらいの基金といったら、２５億円ぐらいだと。４０億円

などというのは、こういうのにはたいて、この商売がスムーズに、生活がスムーズに、こ

れが役所の役に立つ仕事。予算がありませんという、いろいろなところで聞く、ことし

も。この辺が、電話で受けていると思うのだけれども、何でどういうふうに、基準ばかり

でやっているような気がしてならない。１０センチ。それは轍ができたら、なくても、予

算があれば、お金はかかるが、これはかけなればいけない。そういうあれを、苦情等は、

皆さんはどう受けとめて、今後の除雪対策といいますか、生かそうとしているか、その

辺、ちょっと内部で議論しているか聞きたい。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：おっしゃるとおり、当初から２億３,０００万円とる気持ちで今後

はいきたいと思っています。ただ、どうしても内部での調整等もありまして、現在のとこ

ろ、そこまで出していないというところの事情がまず一つあるというのと、苦情なのです

けれども、今回、約１７０件ほど、やはり苦情を受けております。一番は、やはり排雪業

務、そちらをできれば、轍を少しでも減らしていけるという方法はまずわかっておりま

す。ただ、近年、この除雪作業だけではなくて、土木作業員が不足しているという事態に

なっておりまして、現在、作業も、日中は、今のような時間帯は土木作業をして、夜に除

雪をするというところもありまして、雪の降る量と、作業員の疲れとか、その辺も見て、

除雪だけ業者のほうで対応している人がいればいいのですけれども、実際は日中は土木作

業をし、夜は除雪作業というところもあって、実は、仮に、では予算を倍額にすればいい

かと言われても、今度は作業がちょっと追いつかないところもありまして、その辺が土木

課としても非常に悩みの種で、今は排雪までちょっと手が回らない状況なので、まずは
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今、例えばそこから除雪をしますと、実は玄関先にずっと雪が盛り上がって、今度それは

それで、お年寄りの方から、雪をどかすのが大変だとか、市役所が玄関の前に雪を置いて

いったとか、さまざま、またそちらの苦情にも発展することがありまして、できれば新雪

のやわらかい雪のときにはかけていくのですが、ある程度、今回みたく１日で１０センチ

を超えるようなときには、どうしても圧雪除雪ということで、一たん道路にため置きなが

ら除雪をしていくという方法にしています。 

 ただ、この難点が、今回みたくマイナス７度がずっと続くと、実は昼間、日が差して、

雪がとけて、また夜凍るということで、轍もできてしまうということで、非常に市民に迷

惑をかけているなというのは重々わかっておりますので、今度はもう少し排雪をどうにか

できないかという案を、私たち土木課員で再度練り直して、また来年度、向かっていきた

いと思います。 

 今、一つ、やはり三沢に温泉熱があるということもわかっていますので、それをどうに

かできないかということで、少なくとも、全体はできないかもしれないのですが、温泉の

排水が出ているところを利用して、その地域だけでも、歩道とか整備していければという

ふうに考えておりますので、予算面については今後も引き続き２５年度に相当する分を財

政当局とまた協議していきます。除雪をした、その苦情件数を少しでも減らせるように、

私たちも努力していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：前から私も言っているのだけれども、最高に降ったときの予算からすれば、予

算がないとか、職員に電話が来ても、それが我々に来るのですよ。では仕事をしていない

と。お金がなければ仕事ができない。であれば、最高に降ったときをとっておけば、それ

以上降ったら、これはもう説明はできる、降ったときにとっているなら。この辺は重要だ

と思います。 

 と同時に、作業員がどうこうということなのだけれども、今１０１台ですか、これは業

者ばかりの車と理解していいのですか。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：現在、市の直轄で２台、オペレーター２名おりまして、そちらでま

ず行っている。それと、先ほど、４町内会ですけれども、手押しで歩道等整備してもらっ

ている。残りは全て、いわゆる業者委託という形で行っております。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：２名、専用の、うちでしている。どこをやっているのかさっぱり、何時から何

時まで、メイン道路、私、タクシー乗るけれども、やったふしがない。だからそういう管

理は、まずメイン道路だよね。住宅は、これは作業する人が……云々というのは、そこは

入らない。１日に、２人がいるということであれば、どうやってやっているの、その作

業。私はどうもその辺は見たこともない、不思議でならない。浜通とかでやっているの

か。よく聞くのが、六ヶ所の雪が多いほうが除雪はきれい。三沢に来れば、何か違いが出

る、こう言われているのだよ。やり方がまずいのでないか。この辺、どうなっているの。

ちょっとお伺いしたい。 
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加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：先ほどの１０１台の内訳になりますが、いわゆるショベル自動車と

言われる、いわゆるブルドーザーのバケットを使っているショベル、実はこちら、土工、

いわゆる日中、整備している土工をそのまま除雪に兼用しているものです。それと、その

ショベルの前を、いわゆるプラウと言いますが、そのプラウを変えているものがドー

ザー、こちらが５台で、ショベルが８０台、ドーザーが５台、それと、グレーダーといい

まして、砕石を敷きならす、こちらのグレーダーが１２台、あとは除雪トラックが１台、

ロータリー車は、いわゆる積雪が、かなり降ったところを回して飛ばすやつですが、主に

いわゆる除雪の本来の重機というのはドーザーとグレーダーで、この１７台、ドーザー５

台、グレーダー１２台で、こちらでやると、実は道路の底から削っていけると。残りの、

先ほどのショベルなのですが、こちらは実は土工用、あくまでもバケットで土工用になっ

ているので、ちょっと深く持っていけないというのと、もう一つ、どうしても下水道のマ

ンホール、水道のマンホール、消防のマンホールがあって、それに激突すると、かなりオ

ペレーターも、窓にぶつかったり、衝撃がひどいので、若干浮かせているというところ

も、いわゆる悩みの種で、苦情につながっているところもあります。最低限、車が通れる

ように、できれば軽自動車が底をつかないようにということで除雪に当たっているのです

が、機械種別とすると、ちょっとドーザーとグレーダーの用意をもっとしていければ、い

わゆる六ヶ所方面でやっているのに近づいていけるかなと思っております。そういうとこ

ろが結構悩ましいのですけれども、うまくできないところの一つ。 

 それと、市役所のオペレーター２名なのですが、道路のみならず、実はここの市役所庁

舎内のいわゆる駐車場、それと、福祉センターのほうの駐車場、さまざまな施設での除雪

も並行して行っています。それと、主に道路を走っているのはグレーダーなのですが、

走っている時間帯は、皆さんが寝る時間の夜中になります。早ければ１０時ころから、遅

くとも２時、３時には出動体制をして、朝、車が動き出す６時、７時には終了するという

ことをとっております。日中も実は走らせたいのですが、特にメイン道路は交通量が多い

もので、それがまた事故につながったりする危険性も高いということから、日中は除雪す

るのにもなかなか思うようにいかないというところがあります。ただ、降雪量が多いの

と、今回みたく、警報が出て、暴風がひどいときは、日中の時間帯でもグレーダーは出し

ております。 

 以上です。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：市役所の２台について、夜中やるということで、主にどの路線をやっているの

か。この県道、あるいは市道の大きい道路だけなのか。わかりました、市役所と、あとは

福祉センター、そういうところをやる。そりにしても、見ないのだよね。だから、それを

２人といったら、夜中から朝までやる、かなりのところを走れると思うのだけれども、ど

この道路をやっているの、その２人は。市役所の中とは別にして、路線。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：道路をお知らせいたします。まず、駅前から、先ほど１０１号で説

明しましたけれども、市道５９号線、これから３０メーター道路、それと市役所の通り、
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ベースへ行く通り、それと、かっぱ寿司のところから、いわゆる三沢高校、一中に下がる

通りを行っております。ほぼこの路線をやると、２時から始めて、おおむね７時、８時ま

でかかる時間帯になります。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：その路線でいいのだけれども、問題は、毎日降るわけではないし、降ったとき

にやっていると。ふだんはでは何をしているのですかということを、２台あるということ

なので、それはどうなっているの、降らないときは。 

加澤委員長：土木課長。 

新堂参事兼土木課長：ふだん、夏場もそうなのですが、まず、この雪が降り終わると、す

ぐにいわゆる穴があくということで、特に砕石道路、砕石の持ち運びと敷きならしを行っ

ております。そのほかに、除雪機械の、先ほどのプラウを冬用から夏用に変えたり、夏用

から冬用に変えたり、その辺の整備も兼ねてやっております。主にこのオペレーターに関

しては、いわゆる苦情が来たときに、すぐに砕石の敷きならし等できるようにしておりま

す。 

加澤委員長：土木課長、質問がちょっと違うと思う。除雪のほうがかかって、入っている

以外の冬期の時間帯、役所の除雪体制はどうなっているか。 

新堂参事兼土木課長：まず、先に１回除雪するのですけれども、どうしてもわきに雪がた

まるというのと、次の問題として、市役所が雪を置いていったという問題があるので、そ

ちらの除去する作業、そういうのに入っております。 

加澤委員長：山本委員。 

山本委員：そういうのは青森市も弘前市も同じなのだよね。何かやれない理由に聞こえて

ならない。これはしようがないのだよ、その家の前まで手でやる、それは無理ですよ。だ

から今、高齢者で、皆さんが補助金を出して、そういう高齢者、力のないところ、町内会

でして、誰かボランティアでやってくれと、幾らか補償出しているのでしょう。それはそ

れでいいのです。私が言っているのは、通常の交通がスムーズにいくようにどうやればい

いのか。役所に２台あれば、降らない時期も貸せるでしょう、あるいは除雪できる、そこ

に経費をかけるべきだと、私はそう思うので、それは答弁は要らないのだけれども、やれ

ないというよりも、そういうのをやれるようにこれから取り組んでください。 

 以上です。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：それでは、私のほうからちょっと聞きたいのは、今、専決で８,０００万

円、補正を組んだのですけれども、現状で、１０センチ以上で除雪に入るのだけれども、

一般的な除雪量になったときに、何回できるの。 

 土木課長。 

新堂参事兼土木課長：一応過去５年間の降雪量を見ますと、まだこれで終わるとは思って

いないので、あと２回くらいは出動するのではないかと今考えております。 

加澤委員長：いや、予算的に今とったのは。（発言する者あり） 

新堂参事兼土木課長：まず、市全体を除雪するのに約１,０００万円かかりまして、とは
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いうものの、場所、場所によって降る量が違いますので、おおむね五、六車出すと２００

万円くらいの計上でいくというのがこれまでの実績といいますか、それで、回数と言われ

ますと、今のところだと市全体、２回分、２,０００万円くらいを見込んでおります。 

加澤委員長：あるのな、まだ。 

新堂参事兼土木課長：はい。 

加澤委員長：わかりました。 

 今回の冬期の雪というのは、久々の、ほかの地域に比べたら豪雪という言葉は当てはま

らないかもしれないのだけれども、三沢市にとっては久々の豪雪かなと。しかも地吹雪が

非常にひどかった状況の降雪量だったと思います。多分、職員の方も、山本委員や、市民

から受けた苦情、多々受けていたのではないかなと、その苦労はふだんのときの倍、その

また３倍以上あったような気がします。でも、なかなかこのサービスも、これを極めれば

ここ、ここと、なかなか要望がグレードアップしていくのも現状だと思います。その辺

は、これからこういうものを参考にしながら、経験を参考にしながら、いい除雪体制をつ

くって、構築していただきたいと思います。 

 それでは、全ての案件が終了いたしました。 

 なお、この所管事務調査については、今定例会の委員長報告をすることになりますが、

この内容について、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：ありがとうございます。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 これで、産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時０２分 閉会   

 

 

 


